
性的少数者の人権に関する
県の取組について

和歌山県多様な生き方支援課

資料３



本日の内容

１ 基礎知識（LGBTQとは）

２ 現状と課題

３ 和歌山県の取組
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性の在り方について
●性の在り方の４つの要素

●性はグラデーション

  

①身体の性（からだの性） 性染色体や性器など、身体的な特徴からわかる生物学的性

②性自認（こころの性） 自分が自分自身に対して思う性

③性的指向（好きになる性） 性愛の対象がどの性に向くか、または向かないか

④性表現（表現する性） 外見や態度、言葉づかいなど表現する性

からだの性

こころの性

好きになる性

表現する性

女性寄り

女性寄り

女性寄り

女性寄り

男性寄り

男性寄り

男性寄り

男性寄り 2



ＬＧＢＴQとは

「Ｌ」レズビアン（女性同性愛者）

「Ｇ」ゲイ（男性同性愛者）

「Ｂ」バイセクシュアル（両性愛者）

「Ｔ」トランスジェンダー（身体の性と性自認が一致しない人）

「Q」クエスチョニング（性的指向や性自認が明確でない人）

「Q」クウィア（性的少数者を包括する言葉）

ＬＧＢＴQとは、以下の頭文字をとった略語で、性的少数者を表す総称の一つ
として使われています。

性
的
指
向

性
自
認
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20人に1人の割合

和歌山県の場合

毎月推計人口（2025年10月1日現在）より

867,928人 × 5％ ⇒ 約43,400人

仮に、人口の５％とした場合

性的少数者の割合 約３～１０％



現状と課題
• 近年、「LGBTQ」という言葉が広く認知されるようになり、性的指向や性自認に

関する社会的関心が高まっています。
• 令和５年度人権に関する県民意識調査（県人権施策推進課）

5



性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に
関する法律【令和５年６月２３日施行】

法律の概要

1 基本理念

全ての国民が、その性的指向又はジェンダーアイデンティティにかかわらず、

等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものである

２主な規定内容

・国・地方公共団体の役割

・事業主等の努力

・国の施策実施状況の公表

・国の基本計画策定

・学術研究等の推進

・知識の着実な普及、相談体制の整備、民間団体等の活動の促進等

(※)ジェンダーアイデンティティ…自己の属する性別についての認識に関するその同一性の有無又は

程度に係る意識 6



・〈掲載場所〉
和歌山県多様な生き方支援課ホームページ

性の多様性に関する職員ガイドライン
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●窓口や電話での対応

〇受付で自分の名前が大声で呼ばれてしまうと、周囲に性別のことを気づかれて

しまうのではないかと不安になる。

対応方法

・個人情報保護の観点からも、受付番号等によることが望ましい。

・名前を呼ぶ場合は、性別が推測されないよう姓により呼び出しを行う。

〇書類に記載された性別と外見の性別が異なるため、本人確認ができないという

理由でサービスが受けられない。

対応方法

   ・性別確認に固執することなく、住所、氏名等で確認する。

   ・必要以上に見比べたり、聞き直したり、周囲の人に聞こえる声で確認したり

しない。
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●県が実施主体である行政サービス・制度

〈夫婦等が対象のサービス・制度〉

・原則、法律婚・事実婚・同性カップル（事実上婚姻と同様の事情

にあるもの）を同様に取り扱うこととしています。

〈県が主催する夫婦・家族等を対象としたイベント等〉

・パートナーが異性であるとは限らないころを念頭におき、同性カッ

プルの参加を想定する。
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●申請書等における性別欄
法律等により記載が必要なものを除き、削除しましょう。また、県の施策を実施するうえ

で統計上必要な場合等やむを得ず性別欄が必要な場合は、男女の2択にせず自由記述とする
など記載方法を工夫しましょう。
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プライバシーの保護
◆アウティング（暴露）

本人の了解を得ずに、本人が公にしていない性的指向や性自認をその人に伝えること。

アウティングは、重大な人権侵害です。絶対にしないよう十分注意しましょう。

◆アウティング被害の重大性を示した事例

平成27（2015）年4月、ある大学の男子学生Aさんが、同じクラスの男子学生Bさんに好意を抱

いていることを伝え、その後、BさんはAさんの同意を得ないまま、Aさんが同性愛者であること

を、複数の同級生が参加するLINEグループで暴露しました。その後、Ａさんは心身のバランスを

崩して心療内科を受診するようになり、大学にも相談していましたが、同年8月、大学構内の建物

から転落し亡くなりました。なお、 BさんとAさんの遺族の間では既に和解が成立しています。

※ 転落死した大学生の両親が、適切な対応を取らなかったとして大学側に損害賠償を求めた裁判

では、原告の請求は棄却されたものの、裁判長は、アウティングを「人格権ないしプライバシー

権などを著しく侵害する許されない行為」であると述べています。

（令和2（2020）年11月東京高裁）
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ハラスメントの禁止
●SOGIE※ハラスメント

性的指向や性自認に関連した差別的な言動や嘲笑、いじめや暴力などの

精神的・肉体的な嫌がらせ
※性的指向(Sexual Orientation)、性自認(Gender Identity)と性表現(Gender Expression)の頭文字をとった略称。

性に関して特定の人のみが持つ要素ではなく、すべての人が持つものです。

【差別的言動の具体例】

・ホモ、レズ、おかま、おなべ、オネエ、あっち系、ノーマル、アブノーマル

※「ホモ」「レズ」という言葉については、男性同性愛者を「ゲイ」と表し、女性同性愛者を

 「レズビアン」と表すことが一般的です。

・「あいつゲイなんじゃないか」「なんかオネエっぽい」「あの人、あっち系

なんじゃないの」などと噂したり、笑いのネタにしたりする。

【不適切な言動の具体例】

  ・恋愛や結婚が男女間のものであることを前提として「どんな（異性の）芸能人

が好きなの」「早く彼氏・彼女をつくれば」「なんで結婚しないのか」などの

発言をする。
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LGBTQ研修の実施
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高校生向け「LGBT出前講座」の開催

令和6年5月29日（水）
紀伊民報９面より
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 専門相談（LGBTQ）の実施
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 和歌山県パートナーシップ宣誓制度
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対象者の要件

宣誓できる方
以下の項目をすべて満たす必要があります。

〇成年に達している方

〇一方又は双方が性的少数者である方

〇どちらかお一人は県内に住所を有する方
（３か月以内に転入予定の方を含む）

〇お二人が結婚していないこと、また他の方とパートナーシップ関係

にないこと

〇お二人が民法により結婚できない関係にないこと
 （パートナーシップ関係に基づく養子縁組を除く）



サービスの一覧については、県ホームページに掲載。随時更新。

〇県サービス

県営住宅への入居、県立病院における面会・病状説明等、

心身障害者扶養共済制度、ＤＶ被害者相談 等

〇市町村サービス

公営住宅の入居、公立病院における面会・病状説明等、

保育所等の入所申込・送迎 等

〇民間サービス

医療機関における面会・病状説明等、生命保険（受取人に指定）、

損害保険（配偶者の定義にパートナーを含める）、携帯電話の家族割適用

※受領証の提示がなくても利用可能なサービスもあるが、受領証を提示

することでよりスムーズにサービスを受けることができる。
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利用可能サービス



御清聴ありがとうございました
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６色のフラッグは、性の多様性を表し、
性的少数者支援の意思表明に使われています。
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